
 
平成 23 年 4 月 28 日 

北陸信越運輸 局  

一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

北陸信越運輸局 自動車交通部 自動車運送事業安全監理室 坂本・今井 
   ℡ ０２５－２４４－７５７９    

                   

｢白根タクシー株式会社」について、平成 22 年 11 月 1 日に北陸信越運輸局自

動車運送事業安全監理室が新潟運輸支局において呼出監査を実施しました。 

その結果、道路運送法に違反する事実が確認されたことから、下記のとおり

北陸信越運輸局長による事業用自動車の使用停止の処分を行いましたのでお知

らせします。 

記 

１．処分の年月日 

  平成 23 年 4 月 18 日 

２．処分対象事業者及び営業所（所在地） 

白根タクシー株式会社  (新潟県新潟市南区白根 1463 番地 5号） 

本社営業所       (新潟県新潟市南区白根 1463 番地 5号） 

３．処分の内容 

  一般乗用自動車を 1両 40 日間使用停止 

  （平成 23 年 4 月 28 日から 1両 40 日間使用停止） 

  ・この処分により付された違反点数は 4点（累積違反点数 4点） 

４．主な違反の概要 

(1)運転者に対する乗務前後の点呼の実施を怠っていた。 

道路運送法第 27 条第 1 項(旅客自動車運送事業運輸規則第 24 条第 1項及び第 2 項) 

違反 

(2)運転者に対する点呼の記録を怠っていた。 

道路運送法第 27 条第 1項(旅客自動車運送事業運輸規則第 24条第 3項) 違反 

 (3)運転者に対する点呼の記録の保存を怠っていた。 

道路運送法第 27 条第 1項(旅客自動車運送事業運輸規則第 24条第 3項) 違反 

 (4)乗務員台帳の作成を怠っていた。 

道路運送法第 27 条第 1項(旅客自動車運送事業運輸規則第 37条第 1項) 違反 

 (5)乗務員台帳の記載事項等の記載を怠っていた。 

道路運送法第 27 条第 1項 (旅客自動車運送事業運輸規則第 37 条第 1項) 違反 

 (6)運転者に対する過労防止措置を怠っていた。 

道路運送法第 27 条第 1項(旅客自動車運送事業運輸規則第 21条第 1項) 違反  

  


